
目

次

規

則

○
青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
青
森
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（

同

）
…
一

○
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
一

○
青
森
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
公
共
下
水
道
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

規

則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
四
号

青
森
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙
ち
ょ
う
付

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙
貼
付

」
に
、

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１

を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第74号令和３年８月20日 金曜日

注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

号
外
第
七
十
四
号

令
和
三
年八

月
二
十
日

（
金
曜
日
）



令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
五
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
十
月

青
森
県
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
遅
滞
な
く
保
証
人
連
署
の
」
を
「
保
証
人
の
記
名
す
る
」
に
改
め
、
「
）
を
」
の
下

に
「
遅
滞
な
く
」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「

「
を

に
改

」

」

め
、
同
様
式
の
注
の
５
中
「ち

よ
う
付
し
て

」
を
「貼

付
し
て

」
に
改
め
、
同
注
中
６
を
削
り
、
７

を
６
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「医

師
住
所
氏
名

㊞

」
を

「医
師
住
所
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
様
式
の
注
の
１
中
「ち

よ
う
付
し
て

」
を
「貼
付
し
て

」
に
改
め
、
同
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２

と
す
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
六
号

青
森
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「第
１
号
様
式

」
を
「第

１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

」
に
、
「代

表
者
氏
名

印

」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「第

２
号
様
式

」
を
「第

２
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
七
号

青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
都
市
公
園
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
、

「

を
」

「３
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注

中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）2青 森 県 報 号外第74号令和３年８月20日 金曜日

㊞

３
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
八
号

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
規
則
（
平
成
十
五
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」に
改
め
、

同
様
式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
共
下
水
道
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
九
号

青
森
県
公
共
下
水
道
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
共
下
水
道
規
則
（
平
成
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を

「氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２

を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
十
六
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
、
同

様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）3 青 森 県 報 号外第74号令和３年８月20日 金曜日
注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


